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勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和元年１０月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市規則第３１号 

勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則 

 勤務時間等の特例に関する規則（平成３年北九州市規則第３２号）の一部を

次のように改正する。 

 付則第２項中「令和元年６月１日から同年９月３０日まで」を「令和元年１

１月１日から同年１２月２７日まで」に改める。 

付 則 

この規則は、令和元年１１月１日から施行する。 

3



北九州市告示第２３７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと 

おり令和元年１０月３１日から道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和元年１０月３１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 供用開始の区間 

７０１３ 黒崎城石３号線 八幡西区黒崎城石２３４６番１地先から 

八幡西区大字藤田２４１９番１地先まで 
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北九州市公告第４６２号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

  令和元年１０月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量

  教職員人事給与システム改修業務（児童手当連携処理等） 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市教育委員会事務局教職員部教職員給与課

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和元年８月３０日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  ＴＩＳ株式会社産業公共事業本部産業ビジネス第２事業部九州支社 

  福岡市博多区博多駅東二丁目５番１号 

５ 契約金額 

  ５，６１０万円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第２号に該当するため 
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北九州市交通局公告第１６号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平

成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州市物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８

号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

   令和元年１０月３１日 

                             北九州市交通局長 池 上 修 

１ 物品等の名称及び台数 

  事業用自動車（１０人乗り・ディーゼルエンジン） １０台 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市交通局総務経営課 

    北九州市若松区東小石町３番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和元年１０月１６日 

４ 落札者の名称及び住所 

    西鉄車体技術株式会社 

    北九州市小倉北区西港町１０番２０号  

５ 落札金額 

    ６，０００万円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和元年９月２日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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